












事業に係る人件費の規程 

 （適用） 

第１条 

この規定は、委託および採択事業等に係る業務遂行のために、株式会社ワンスペースが支払

う人件費について必要な事項を定める。 

 

（業務の遂行） 

第２条 

１ 業務を遂行するにあたり、業務日報を提出することとする。 

２ 業務日報の提出は、月締め翌月 10日とする。 

 

（委託費の時給単価） 

第３条 

事業に従事する時給単価の上限を以下のとおり定める。ただし、経験年数や能力に応じて決

定する。 

１ 専門的アドバイザー業務  10,000円 

２ プロジェクトマネジメント業務  5,000円 

３ コーディネーター業務   3,000円 

４ サポート業務    2,000円 

 

（業務の取り扱い） 

第５条 

当該事業の行程中に他業務を含む場合は、本業務に係る部分のみを対象とすること。 

 

（その他） 

第６条 

本規定で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。 

 

附則 

この規定は、令和 5年 5月 1日から施行する。 


